
令和５年度 行政評価（施策マネジメントシート）                     

01 災害に強いまちづくり 
01 災害に強いまちづくり 

主管課名 総務部 総合防災安全課 

主管課長名 中川 昇 電話番号 042-481-7345 

関係課名 

（組織順） 

管財課，営繕課，スポーツ振興課，福祉総務課，健康推進課，緑と公園課，下水道課，ごみ対策課，

都市計画課，住宅課，街づくり事業課，道路管理課，建築指導課，教育総務課 

目
的 

対 象 市内にいるすべての人，市内全域 

意 図 災害から身を守る，災害に強いまちになる 

施策の方向 

市民が安全に安心して住み続けられるまちを目指して，一人一人が平常時から地域における災害時

のリスクを意識しながら，共に助け合えるようにするため，過去の災害の経験を生かした減災対策

の充実，災害時の対応能力の強化及び復旧復興体制の整備について，自助・共助・公助の考えの下，

個人，地域，事業者，行政のそれぞれの役割に応じた取組を推進します。 

＜施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）＞ 

     

 

 

♦令和４年度における取組実績の振返り 

施策の成果向上に向けた主な取組実績 【前期基本計画（令和５年度～令和８年度）の基本的取組毎に記載】 

 施策における２つのアクション（➀横断的連携による施策の推進 ➁調布のまちの魅力発信） 

（01-1 防災体制の強化） 
・新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた備蓄強化及び避難所開設訓練を実施した。 

・職員の災害対応力の向上を目的とする災害対策本部訓練，防災教育の日における避難所開設訓練，災害時協定に基

づく避難所開設訓練，シェイクアウト訓練を実施した。 

・総合防災訓練時に，市民の更なる防災意識啓発を図るため，新たに防災フェアを実施した。 

・防災講演会「ペット防災について」を市の公式 YouTube で動画配信した。 

・防災市民組織の新規結成や育成支援を行った（新たに３団体が結成）。 

・防災市民組織非常用電源等器材購入助成金交付事業を実施した。 

・監理団体と災害時における協定を締結した。 

・風水害時の早めの避難に繋げる取組として，河川情報ポータルサイト等による情報収集，警戒レベルによる避難情

報，マイ・タイムラインの作成支援について出前講座において周知を図った。 

・風水害時における要配慮者の避難支援策として，要配慮者等避難バスの運用訓練を実施した。 

・浸水被害に対する事前の備えとして止水板等設置工事等助成金交付事業を実施した。 

・水防法の改正に伴う要配慮者利用施設の管理者に「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」に関して助言を行った。 

・風水害の備えとして土のうステーションを２箇所増設した。 

・内水氾濫に関する啓発を行うため，洪水ハザードマップに内水ハザードマップ（内水浸水想定区域図）を追加した。 

・庁内の防災対策検討委員会において，具体的な防災対策を検討した。また，委員会の作業部会「医療救護部会」，「避

難所部会」，「福祉避難所部会」，「帰宅困難者対策部会」，「物資物流部会」，「被災者生活再建支援部会」の各部会を開催

し，全庁的な連携により，諸課題を検討した。 

・災害時の情報伝達手段である防災行政無線について，固定系のデジタル化が完了した。 

 ➀横断的連携による施策の推進 
・自治体間で連携し洪水氾濫被害を軽減するためのハード・ソフト対策の推進を図るため，調布市，狛江市，京

浜河川事務所，東京都による「調布市・狛江市の水害対応等に関する検討会」を開催したほか，調布市・狛江市

が合同で水防訓練を実施した。 

・防災対策検討委員会の各部会において組織横断的連携により防災施策を推進した。 

・学校給食やフードバンクと連携した備蓄品の更新におけるフードロス対策を行った。 

■連携テーマ１「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・「調布市避難行動要支援者避難支援プラン（総合計画）」に基づく，地域の避難支援体制づくりを推進した。 

・地域における共助の取組推進として，防災市民組織の防災用品・資機材等の購入経費を助成した。出前講座

や地域訓練への支援等を実施した。 

➁調布のまちの魅力発信 
・備蓄品の入替時に可能な限りアレルギー対応食の導入や，女性や要配慮者に配慮した備蓄資機材の確保・充実

を図った。 

・「調布市防災教育の日（平成２４年度から）」に，市立全小・中学校において防災講話や児童・生徒に対する「命」

の授業を行うとともに，地区協議会等の地域の方と市職員との協働による避難所開設・運営訓練等を実施した。 

（リバウンド警戒期間における市の対応方針の対象期間のため学校公開は中止） 

１ 後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の振返り ― 取組実績（ＤＯ）  
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（01 災害に強いまちづくり） 

（01-2 災害に強い都市基盤の整備） 
・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は，震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの緊急輸送道

路としての機能を確保するため，市内の沿道建築物が地震により倒壊して，特定緊急輸送道路を閉塞することがない

よう，旧耐震基準の沿道建築物所有者に直接訪問を行い，耐震診断，補強設計，耐震改修など，耐震化促進の取組を実

施した。令和７年度末時点での耐震化率 100％を目標に事業を進めており，令和４年度末時点の補助対象建築物の耐

震診断実施率は 100％，耐震化率は 50.7％となった。 

・橋りょうの安全な維持管理のため，調布市橋りょう長寿命化計画に基づき，計画的な耐震補強・補修工事等を実施し

た。 

・震災時に下水道の排水機能を確保するため，埋設が浅く，地震の影響により損傷につながる可能性の高い管径

800mm 未満の小口径管路の耐震診断を行い，耐震性能の保有状況を確認した。 

・令和元年台風第１９号の再度災害防止に向け，調布市下水道浸水被害軽減総合計画を策定するとともに，浸水被害

への市の取組に関する市民説明会を狛江市と合同で実施した。 

・調布排水樋管のゲート開閉作業の遠隔操作化事業が完了した。 

・狛江市と連携し，根川第１雨水幹線に逆流防止ゲートを設置した。 

・市民への水災害への備えを啓発するため，千年に一回程度起こりうる想定最大規模降雨における内水による浸水が

想定される区域を地図上に表示する内水浸水想定区域図を作成した。 

（01-3 消防力の維持・向上） 
・迅速な消火活動のため，消火栓の整備・更新を推進した。災害時の水利となる防火貯水槽の不足地域の解消に向け，

市管理施設における整備を検討した。 

・消防ポンプ車２台を更新した（第４分団，第１４分団）。 

・消防団活動への市民の理解を深め，団員の士気高揚及び新規団員の確保に資するため，消防団広報誌（平成２１年度

から発行）を全戸配布した。 

・消防団の対応能力向上のため，消火活動で使用する防火衣を更新した。 

・総務省消防庁の通知を踏まえ，年額報酬・出動手当をはじめとした団員の適切な処遇の在り方等について必要な措

置を行い，消防団員の確保と活動支援を実施した（消防団に関する条例改正（令和４年４月１日施行））。 

 ➀横断的連携による施策の推進 
・調布消防署建替への協力など東京消防庁と連携した常備消防力の維持・確保，計画的な消防ポンプ車の更新や

東京消防庁の協力による訓練及び研修の実施により非常備消防力の強化を促進した。 

➁調布のまちの魅力発信 
・市ホームページ・広報紙等を活用した消防団の見える化を実施した。 

・処遇改善の取組としてシアタス調布半券サービスと連携した消防団応援事業充実を実施した（地域社会に貢献

する調布市消防団の活動に感謝応援するまち宣言（令和４年４月１日））。 

♦（参考）令和元年度～令和３年度における施策の成果向上に向けた主な取組実績 

・令和元年台風第１９号の課題と教訓を踏まえ，防災対策検討委員会を活用し庁内連携して課題と対策を検討した。 

・令和元年台風第１９号や新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ，避難所の備蓄を充実するとともに，避難所開設

訓練を実施した。 

・令和元年台風第１９号の課題の検証を基に，風水害時における要配慮者の避難支援策として，要配慮者等避難バス

の運用訓練を実施したうえで運用を開始した。 

・災害に強い都市基盤整備のため，緊急輸送道路，橋りょう，下水道施設等の耐震化を推進した。 

・令和元年台風第１９号を踏まえた多摩川流域の浸水被害軽減に向け，中長期的対策の効果等を検証した。 

・調布排水樋管の遠隔操作化，フラップゲートの設置に向けた取組を実施した。 

・水害対策の一環として，水位計・監視カメラ等の観測機器や可搬式ポンプを配備した。 

・消防団の対応能力の向上のための装備品の充実，実践的な訓練を実施した。 

施策における２つのアクション（➀横断的連携による施策の推進 ➁調布のまちの魅力発信）の視点に基づく主な取組実績 

➀横断的連携による施策の推進 

・自治体間で連携し洪水氾濫被害を軽減するためのハード・ソフト対策の推進を図るため，調布市，狛江市，京浜河川

事務所，東京都による「調布市・狛江市の水害対応等に関する検討会」を開催したほか，調布市・狛江市が合同で水防

訓練を実施した。 

・防災対策検討委員会の各部会において組織横断的連携により防災施策を推進した。 

・学校給食と連携した備蓄品の更新におけるフードロス対策を行った。 

・調布消防署建替への協力など東京消防庁と連携した常備消防力の維持・確保，計画的な消防ポンプ車の更新や東京

消防庁の協力による訓練及び研修の実施により非常備消防力の強化を促進した。 

➁調布のまちの魅力発信 

・「調布市防災教育の日（平成２４年度から）」に，市立全小・中学校において防災講話や児童・生徒に対する「命」の

授業を行うとともに，市職員による避難所開設・運営訓練等を実施した。 

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，令和２年度は中止。令和３年度は学校公開を中止するとともに，市

統一テーマ訓練についても市職員のみで実施） 

・市ホームページ・広報紙等を活用した消防団の見える化を実施した。 

・処遇改善の取組としてシアタス調布半券サービスと連携した消防団応援事業充実の実施準備をした（地域社会に貢

献する調布市消防団の活動に感謝応援するまち宣言（令和４年４月１日））。 
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（01 災害に強いまちづくり） 

♦まちづくり指標の現状把握 

まちづくり指標 単位 
実績値 目標値 

令和４年度 

指標の推移※ 

令和４年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

１ 災害が発生した際，避難する避難所

や家族等との連絡方法を決めている市

民の割合 

（上段：避難所，下段：連絡方法） 

% 
55.9 

60.7 

55.5 

60.0 

54.9 

60.6 

54.2 

58.1 

75.0 

70.0 
⇒ 

２ 特定緊急輸送道路の沿道建築物 

（補助対象建築物）の耐震化率 
% 45.1 47.9 47.9 50.7 

100（R7） 

70.4（R4） 
○ 

３ 防火貯水槽の整備区域 区域 392 394 393 394 393 ◎ 

※令和４年度における指標の推移は，以下の区分により記号を記入 

 ◎：目標値を達成  ○：目標値を未達成（前年度より向上した）  ▼：目標値を未達成（前年度より低下した）  ⇒：目標値を未達成（前年度と同じ）  

 －：数値未把握（調査未実施など） 

♦指標でみる後期基本計画期間内（令和元年度～令和４年度）の達成状況 

各指標の達成状況及び説明 

№ 指標名 

説明（目標達成・未達成の要因，課題，今後の取組の方向等） 

１ 災害が発生した際，避難する避難所や家族等との連絡方法を決めている市民の割合 

市報や出前講座等で周知を行っているが，新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，周知する場面を設定することが難

しく，目標値達成とはならなかった。 

２ 特定緊急輸送道路の沿道建築物（補助対象建築物）の耐震化率 

一部の沿道建築物の所有者による耐震化が進んだ。 

耐震化を進める主体は，建築物の所有者であり，耐震化に向けた資金不足や，分譲マンションの区分所有者間の合意

困難，テナントビルにおける移転問題や営業補償など，耐震化を進めることが難しい建築物がある。 

３ 防火貯水槽の整備区域 

不足地域における公設防火貯水槽の整備及び民間事業者による防火貯水槽の整備。 

≪参考≫前期基本計画（令和５年度～令和８年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 単位 基準値 目標値 

災害時の情報を入手するこ

とができる市民の割合 

災害時における適確な情報収集が自助・共助の第一

歩となり，ひいては減災につながることから目標と

した。 

% 
87.1 

令和 4 年度 

92.0 

令和8（2026）年度 

市の訓練に参加または訓練

を実施した防災市民組織の

割合 

災害発生時の地域の共助の中心となる防災市民組

織が訓練を実施した割合を向上することにより，地

域防災力の向上につなげるために目標とした。 

% 
54.0 

令和 3 年度 

65.0 

令和8（2026）年度 

ローリングストックの考え

による備蓄食料等を実践し

ている市民の割合 

自助による家庭内備蓄としてローリングストック

の取組が有効であるため，より普及させていくこと

を目標とした。 

% 
63.7 

令和 4 年度 

70.0 

令和8（2026）年度 

緊急輸送道路の沿道建築物

（補助対象建築物）の耐震

化率 

東京都耐震改修促進計画の目標年度である令和 7

（2025）年度までに特定緊急輸送道路沿道建築物

の耐震化を完了することを目標とした。 

% 
47.9 

令和 3 年度 

100 

令和8（2026）年度 

新規入団者の入団から５年

度の定着率 

地域・社会に貢献する消防団の活動の継続性は重要

であるため，より良い活動環境を目標とした。 
％ 

100 

令和 3 年度 

100 

令和8（2026）年度 
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（01 災害に強いまちづくり） 

 

♦施策の成果向上に向けて，令和４年度及び後期基本計画（令和元年度～令和４年度）に実施した取組に対する評価 

総合評価 

（令和４年度） Ａ 
Ｓ：「実施した取組において顕著な取組成果が得られた。」 

Ａ：「実施した取組において予定した取組成果が得られた。」 

Ｂ：「実施した取組において一定程度の取組成果が得られた。」 

Ｃ：「実施した取組においてあまり成果が得られなかった。」 

Ｄ：「実施した取組において成果が得られなかった。」 

総合評価 

理由 

令和４年度における施策の成果についての総括（総合評価の理由） 

令和元年台風第１９号の課題及び新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を踏まえた避難所開設訓
練を市職員と地域の方々と協働で実施できたことや，災害時応援協定締結団体との訓練，要配慮者等
避難バスの運用など実践的な取組に繋げることができたため 

総括評価 

（令和元年度か

ら令和４年度） 

Ａ 
Ｓ：「計画期間中に実施した取組において顕著な取組成果が得られた。」 

Ａ：「計画期間中に実施した取組において予定した取組成果が得られた。」 

Ｂ：「計画期間中に実施した取組において一定程度の取組成果が得られた。」 

Ｃ：「計画期間中に実施した取組においてあまり取組成果が得られなかった。」 

Ｄ：「計画期間中に実施した取組において成果が得られなかった。」 

総括評価 

理由 

後期基本計画（令和元年度～令和４年度）における施策の成果についての総括（総括評価の理由）／
今後に向けた課題・懸案事項 

（総括） 
・令和元年台風第１９号や新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ，避難所の備蓄を充実するととも
に，避難所開設訓練を実施した。 
・災害に強い都市基盤整備のため，緊急輸送道路，橋りょう，下水道施設等の耐震化を推進した。 
・令和元年台風第１９号を踏まえた浸水被害軽減に向け，近隣市と連携した対策を実施・着手した。 
・消防団の対応能力向上のため，装備品の充実，実践的な訓練を実施した。 
（課題・懸案事項） 
・市は事前の備えをはじめとした自助の取組や，地域での防災活動など共助の取組による地域防災力
の向上に資する支援をしていく必要がある。 
・令和４年５月に東京都が発表した首都直下地震等による新たな被害想定に基づく東京都地域防災計
画の修正及び令和３年５月の災害対策基本法の改正等を踏まえ，市は火山災害への備えを含め，「調布
市地域防災計画」を適宜時点修正し災害対応能力の強化につなげる必要がある。 
・避難行動要支援者について，自治体が主体となり個別避難計画を作成することが努力義務とされた
ことを踏まえ，市は，組織横断的な連携の下，段階的に取組を進める必要がある。 
・激甚化・頻発化する水害の状況を踏まえ，国・都道府県・市町村，さらに企業や住民等のあらゆる
関係者が協働し，流域全体で水害を軽減させる治水対策である「流域治水」の考え方に基づき，ハー
ド・ソフト両面からの総合的な浸水対策を構築する必要がある。 
・震災時に救急・救命活動や物資の輸送等の緊急輸送道路としての機能を確保するため，市内の沿道
建築物が地震により倒壊して，特定緊急輸送道路が閉塞することがないよう，旧耐震基準の沿道建築
物の補強設計，耐震改修などを支援し，耐震化促進の取組を実施する必要がある。 
・ 災害時における輸送機能や延焼遮断機能を確保するため，都市計画道路などの都市基盤整備を進め
る必要がある。 

・消防団について，「地域・社会に貢献する調布市消防団の活動に感謝・応援するまち宣言（令和４年
４月）」を踏まえ，安定的な消防団活動とともに対応能力の向上を図るため，消防団員の確保につなが
る環境整備や，消防団装備品や消防資機材の適切な更新に取り組んでいく必要がある。 

  

 

◆施策を取り巻く状況（国，東京都・近隣自治体の動向など）を踏まえた取組の方向 

・右欄は左欄に対応する丸数字を記載 

 

 市政に与える影響 左記を踏まえた市の対応課題・取組の方向 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

・災害対策基本法改正を踏まえた国の防災基本計画修正（令

和３年５月） 

・国の防災基本計画において地域防災計画において特に重

点を置くべき事項は以下の①～⑥のとおりとされた（抜

粋）。 

①大規模広域災害への即応体制の強化のための地方公共団

体間，企業との協定による応急体制の整備と実効性の確保 

②物資の円滑な共有のための受援応援体制の確立 

③住民の円滑な避難のための取組強化，避難行動要支援者

名簿の活用，個別支援計画の作成・活用に向けた検討 

④被災者の避難生活環境の確保や円滑な，罹災証明発行体 

①遠隔市との災害時相互応援協定に基づく災害時実

践能力の向上や，民間事業者との連携による災害時協

定を活用した調達体制の構築を含め，公助とのバラン

スに留意した受援応援計画の策定及び実践的な訓練

を通じた継続的な関係構築 

中距離圏の自治体との災害時相互応援協定締結の検

討 

②DIS など災害情報システムを活用したフェーズフ

リーやローリングストックの観点を踏まえた平時の

物資管理と継続的訓練による災害時の円滑な受援応

援体制の構築 

２ 令和４年度の振返り及び後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の取組状況 ― 評価（ＣＨＥＣＫ）  

３ 中長期的な施策の方向（２０３０年代を見据えた方向） ― （ＡＣＴＩＯＮ）  
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（01 災害に強いまちづくり） 

 

  

 

制の確保や被災者台帳の作成活用によるきめ細やかな被災

者生活再建支援 

⑤災害時応急体制確保のための事業者や住民との連携体制

の強化 

⑥復興計画の策定など住民の意向を尊重しつつ大規模災害

からの円滑かつ迅速な復興に向けた事前の取組 

⑦気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化が想定され

る中，国・都・市町村・企業・住民など河川流域全体のあら

ゆる関係者が協働し，流域全体で水害を軽減させる治水対

策「流域治水」への転換 

⑧国は，国土強靱化地域計画に基づき地方公共団体等が実 

施する補助金・交付金事業に対して，予算の「重点化」「要 

件化」を行うことにより，国土強靭化地域計画の策定，地域 

における国土強靱化の取組の加速化を促進 

③地域の多様な主体と連携した避難行動要支援者へ

の支援体制の確保 

④被災者生活再建支援システムの円滑な活用による

きめ細かな被災者支援に向けた日頃の訓練の充実，庁

内横断的な連携体制の確立 

⑤防災市民組織や自治体，地区協議会などによる防災

訓練の充実などの取組支援及び市と連携した防災教

育・防災訓練の充実による地域防災力の向上 

⑥エネルギーインフラを含めた地域の災害対応能力

の強靭化を図るため，地域住民，官民連携した防災ま

ちづくりを検討 

③⑤地域や防災関係機関などの多様な主体と連携し

た防災教育・防災訓練の充実による地域防災力の向上

を図る 

⑦「流域治水」への転換と歩調を合わせ，市の関係部

署が連携し，企業・住民等と協働し，ハード・ソフト

両面から総合的な治水対策を構築 

⑧国土強靭化地域計画に基づき，国庫補助等の財源確

保を図りつつ国土強靭化に係る施策を着実に推進し，

行政評価の取組に併せた進行管理についても検討 

⑨東京都の修正内容を踏まえたうえで，調布市地域防

災計画を修正 

⑩消防団員の多様な活動に応じた待遇の改善など消

防団員の安定的な確保や持続可能な消防団運営策を

検討 

⑪東京消防庁や他団体の動向を踏まえ，消防装備品の

充実を図る 

⑫防災備蓄品の棚卸を通してフェーズフリーの観点

から，より効率的な防災備蓄品の配備を検討するとと

もに防災備蓄品の内容を庁内に周知することによる

行政の諸課題への対応を図る 

⑬感染症対策を考慮した避難所運営の実効性検証や

訓練の実施 

⑭大規模災害発生時における地方公共団体の業務継

続の手引きを確認し，調布市のＢＣＰの更新を検討 

⑮下水道による雨水対策の整備水準や施設整備の基

本方針を定める雨水管理総合計画の策定においては，

都の動向を踏まえ検討 

⑯平時利用の施設や物品についてフェーズフリーの

観点を踏まえた災害時転用の検討。自助による備蓄，

企業備蓄などの共助の備蓄について DX やスマート

シティの取組を通じた見える化によって公助を含め

た各主体における備蓄の最適化を図る 

⑰通常の備蓄品において可能な限りアレルギーや障

害者対応のものの導入を進めるとともに，アレルギー

食品備蓄の対応や障害者対応備品について公助の配

備状況を引き続き公表するとともに自助の備えによ

って補っていただけるように周知に努める 

⑱市庁舎及び文化会館たづくりの非常用電源設備の

継続稼働７２時間化対応工事の着実な実施 

⑲あらゆる世代に対応するための情報発信手段の多

重化やシビックテック IT を活用した市民による主体

的な課題解決の取組事例の活用も含め検討 

東
京
都
や
近
隣
自
治
体
の
動
向
等 

⑨東京都による震災時の被害想定の見直し（令和４年５月）

及び東京都地域防災計画の修正（令和５年５月） 

⑩災害時の地域防災力の要となる消防団員の安定的確保が

困難 

⑪消防団の対応能力の向上を図るための装備品の充実 

⑫市が保有する多種大量な防災備蓄品を有効活用して行政

の諸課題への対応が求められている（いわゆる生理の貧困

問題に対応した生理用品の配給） 

⑬新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営及び防

災備蓄品の確保 

⑭国が『大規模災害発生時における地方公共団体の業務継

続の手引き』が令和５年５月に修正 

⑮気候変動の影響を踏まえた「東京都豪雨対策基本方針」の

改定が進められている。 

そ
の
他 

⑯避難所や防災備蓄品の新たな確保充実を検討するに当た

っては市の保有する施設やスペースの確保に限界がある 

⑰アレルギー食品の対応や障害者の個々の実情に応じた多

種多様な対応が困難 

⑱災害対策本部及び庁舎の非常用電源設備の継続稼働７２

時間化対応 

⑲災害時における世代間の情報格差がない情報発信力の強

化 
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（01 災害に強いまちづくり） 

◆前期基本計画期間（令和５年度～令和８年度）における中長期的な取組の方向  
・自助による防災対策の取組として，平常時からの防災意識の啓発に向けて更に取組を進める。また，市が実施する

訓練や出前講座，防災フェア等を通じて市民一人一人の防災における自助意識を醸成するとともに，共に助け合う共

助による地域の防災体制づくりの普及促進を図る。地域に根差した防災活動の主体となる防災市民組織の支援や育成

を図る。 

・これまでの災害対応における経験をはじめ，女性や高齢者，障害者，乳幼児などへの配慮のほか，フェーズフリーの

考え方やローリングストックの視点，民間事業者や災害時相互応援協定自治体との連携を踏まえた自助，共助，公助

のバランスを考慮した備蓄品の配備や利活用を推進する。 

・自身での避難が困難な高齢者，障害者，妊産婦，外国人等の配慮が必要な方への支援の充実及び適切な避難方法の

周知に取り組む。調布市避難行動要支援者避難支援プランに基づき，避難行動要支援者名簿を関係機関や協定締結に

基づく地域組織へ提供するとともに，個別避難計画に関する取組を段階的に推進する。 

・世代間の情報格差に留意した情報伝達手段の多重化，デジタルデバイド対策を推進するとともに，災害時避難所等

の混雑状況をお知らせする避難所情報システムの充実をはじめ，災害時だけではなく，平常時から必要な情報を取得

できるシステムの構築を検討する。 

・狛江市と連携し，令和元年台風第１９号の再度災害防止に向けた対策を進める。また，浸水対策のマスタープラン

となる雨水管理に関する総合計画を策定し，市内全域を対象とした総合的な浸水対策に向けて取り組む。 

・下水道管路の耐震診断を継続するほか，地震対策に関する実施方針を策定する。 

・震災時における復旧・復興の輸送経路となる緊急輸送道路全体で通行機能確保を行う必要があるため，特定緊急輸

送道路・一般緊急輸送道路を含めた緊急輸送道路に面した沿道建築物の耐震化を促進する。 

・市街地の延焼を防止し，避難路や消防活動等の救援・救護活動の空間ともなる延焼遮断機能を確保するとともに，

震災時における輸送機能に加え，復旧・復興のための骨格となる都市計画道路など都市基盤整備を推進する。 

・地域・社会に貢献する消防団の円滑な運営を図るため，消防団員の確保につながる活動環境の改善に取り組むとと

もに，消防団装備品等の計画的な充実を図る。また，消防団の地域・社会貢献活動の認知度を高めるため，若年層をは

じめとした地域の方への広報活動等を実施する。 

施策の推進，成果向上の視点を踏まえた具体的な取組 

デジタル技術の活用 

○災害時における他団体等からの支援体制を整備するため，ＤＩＳ等の災害情報システ

ム等を活用した情報共有体制の構築を図る。 

○災害時や平常時に，誰もが必要な情報を取得できるよう，デジタルデバイド対策に留

意しながら，デジタル技術を活用した災害発生時における避難所情報の可視化を含む

情報発信手段の多重化を図る。 

共創のまちづくり 

○女性・高齢者・障害者・乳幼児への対応をはじめ，共生社会に配慮した地域との協働

の避難所開設・運営訓練の実施とともに，備蓄品の配備や利活用を推進する。 

○自治会や地区協議会，防災市民組織など，多様な共助組織が訓練等に参画し連携する

ことで，災害対応能力の向上を図る。 

○災害時に安全に避難することが困難な避難行動要支援者に対して，地域の多様な主体

と連携した支援体制の充実に努める。 

○災害時や平常時に，誰もが必要な情報を取得できるよう，デジタルデバイド対策に留

意しながら，デジタル技術を活用した災害発生時における避難所情報の可視化を含む

情報発信手段の多重化を図る。 

○近年の気候変動の影響等を踏まえ，流域全体のあらゆる関係者が共同し，流域全体で

水害を軽減させる流域治水の考えに基づき，庁内外での横断的な連携による浸水対策

の推進を図る。 

脱炭素社会の実現 
○ローリングストックの視点を踏まえた，学校給食等と連携した備蓄品におけるフード

ロス対策を推進する。 

フェーズフリー 

○平常時に利用している施設や物品について，フェーズフリーの視点を踏まえた災害時

における利活用を推進する。 

○災害時の物資調達や人員体制の確保など，災害時における円滑な対応を実現するた

め，平常時からの関係機関等との交流や連携体制の強化を図る。 
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今後の取組の
方向

市民一人ひとりが自ら災害に備えるとともに，地域内で共に助け合う，自助・共助による地域の防災体制
づくりを普及促進するため，防災に関わる情報を積極的に提供することで各組織の学習機会を提供し，引
き続き，講演会や出前講座の実施による市民の意識啓発，補助金の交付を行い，防災市民組織の育成・活
動の促進，新規結成につなげていく。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 現状継続 有効性改善 効率性改善 財政面改善 ✔  市民参加と協働の取組改善

説明

防災に関する講演会・出前講座等の実施や防災に係る研修・情報等の提供のほか，防災市民組織に対し
て，防災備蓄品の購入情報の提供や補助金の交付などの支援を行い，地域における防災共助体制づくりの
普及促進と市民の防災意識の向上を図った。
これらの取組により，既存の防災市民組織が自主的・継続的な活動を行ったほか，新規の防災市民組織の
結成に繋がった（令和４年度中に新規３団体登録，延べ登録団体１４２）。

✔ 計画どおり 計画遅れ 計画前倒し
令和４年度
取組実績

実績評価 ◎

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 3,705 3,945 3,709

○防災市民組織の加入世帯
割合の増加及び活動の支援

○防災市民組織の新規結
成・運営支援

○出前講座・防災訓練等支
援

○防災市民組織の新規結
成・運営支援
・継続１２４団体
・新規５団体

○出前講座・防災訓練等支
援

○防災市民組織の新規結成・
運営支援
・継続１２２団体
・新規３団体

○出前講座・防災訓練等支援

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

所管部署 総務部　総合防災安全課　防災対策係

事業概要

自治会や地区協議会，防災市民組織など地域における多様な共助組織が，それぞれ自主的に防災に関わる学
習，活動及び訓練等を行うことで災害対応能力の向上を図る。
①防災市民組織に対する補助金の交付
②防災に関する出前講座
③防災講演会
④地域との災害対策に関する意見交換
⑤防災関係機関協定者会議
⑥防災教育の日，総合水防訓練及び総合防災訓練などの各種訓練の実施
⑦防災に関する市報特集ページの作成

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

事務事業 防災市民組織の育成 総合戦略 ●

安全・安心に暮らせるまち

事務事業 地域防災力の向上 総合戦略 ●

後
期
※

計画コード 1 重点Ｐ ①

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

前
期
※

計画コード 1 重点Ｐ ①
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実績評価 ◎

説明

避難支援等関係者に平常時から提供する避難行動要支援者名簿を作成した。作成に当たって，対象者約
２７００人（７５歳以上のみの世帯など）に同意確認を行った結果，約１３００人の同意を得た。あわせ
て，地域に支援組織がある約４００人に対し，個別支援シートの作成希望調査を実施し，希望者約２０人
の支援体制や避難時に必要な情報を確認した。
また，要支援者避難支援に関する協定の締結団体との避難支援者連絡会については，新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から対面及びオンラインによる開催を行い，事業概要等の説明や要支援者支援に関す
る課題等の情報を共有することにより，今後の活動の参考にしてもらうことができた。

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり 計画遅れ✔
令和４年度
取組実績

財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

引き続き，要支援者避難支援に関する地域組織との更なる協定締結を進め，地域による共助の体制づくり
を充実させていく。また，避難支援者連絡会を活用して，協定を締結している地域組織同士による情報共
有・意見交換を行い，地域の実情を踏まえた支援体制を構築していく。
災害時における庁内や福祉関係団体等との連携体制について，検討会議等を開催し，自助・共助・公助が
相互に機能する安全・安心の体制づくりを進める。
災害対策基本法の改正により，支援の優先度が高い避難行動要支援者について，自治体が主体となり，個
別避難計画を作成することが努力義務とされたことを踏まえ，組織横断的を連携の下，段階的に取組を進
める。
今後の要支援者数の増加を考慮した，災害時における支援体制の在り方について検討する。
安否確認・避難誘導等において，市や地域組織が直接支援する場面も想定されることから，新型コロナウ
イルス感染症対策を踏まえた対応を検討する。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 ✔ 現状継続 有効性改善 効率性改善

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 1,850 2,293 1,773

○市民の避難行動要支援者
情報の正確な把握と適切な
管理
○地域の支援方針の策定，
公的機関の連絡共有体制の
明確化
○地域の支援体制整備への
啓発と協働
○市及び福祉関連機関との
情報共有体制の整備
○各種防災関連計画及び事
業との連動

○地域の組織等との協定締
結推進
○避難支援関係団体との情
報共有体制の整備
○避難行動要支援者への名
簿登載同意確認

○事業の啓発・広報

○地域の組織等との協定締
結推進
○避難支援関係団体との情
報共有体制の整備
○避難行動要支援者への名
簿登載同意確認

○事業の啓発・広報

○地域の組織等との協定締結
推進
○避難支援関係団体への情報
共有体制の整備
○避難行動要支援者への名簿
掲載同意確認
（対象者：７５歳以上のみの
世帯等約２７００件）
○事業の啓発・広報
○個別支援シートの作成希望
調査

事業概要

調布市避難行動要支援者避難支援プランに基づき，災害時に安全に避難することが困難な高齢者や障害者など
の避難行動要支援者に対し，地域における災害時の支援体制の整備を推進する。
災害時に適切に避難することが困難な避難行動要支援者の名簿を整備する。
消防，警察，民生委員・児童委員，福祉関係団体など，避難支援等関係者との連携に努める。
地域の組織等との協定締結に基づき，避難行動要支援者の支援を推進する。
個別避難計画の作成を段階的に推進する。
地域の組織等との連絡会等を実施し，協定締結団体に対する取組支援を行う。
パンフレット等を活用し，事業の周知・啓発を行う。
横断的連携により取組を推進する。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

所管部署 福祉健康部　福祉総務課　地域福祉係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

2 重点Ｐ ①

総合戦略 ●調布市避難行動要支援者避難支援プランの推進

安全・安心に暮らせるまち

2 重点Ｐ ① 防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

調布市避難行動要支援者避難支援プランの推進 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード
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所管部署 総務部　総合防災安全課　防災対策係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

3 重点Ｐ ①

総合戦略 ●防災備蓄品の配備及び利活用

安全・安心に暮らせるまち

3 重点Ｐ ① 防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

防災備蓄品の確保・充実 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード

○防災備蓄品の更新・充実

○小学校の備蓄コンテナの
確保充実

○防災備蓄品の更新充実
・避難所用非常電源の確保
・マンホールトイレの配備
○アレルギー27品目対応食
糧品の更新
○帰宅困難者対策物資の確
保
○災害時における受援体制
の検討

○アルファ米の個食化
○備蓄消耗品（紙おむつ，
生理用品等）の更新

○防災備蓄品の更新充実
(エマージェンシーブラン
ケット(アルミ製シート)，ス
タンド式ＬＥＤ投光器，携帯
トイレなど)
○アルファ米の個食化
○備蓄消耗品（紙おむつ，生
理用品等）の更新

事業概要

災害に備え，フェーズフリーやローリングストックの視点を取り入れながら調布市地域防災計画に則した防災
備蓄品の確保・充実を行う。
市による備蓄だけでなく，調布市全体での備蓄を進めるために，市民等に対しローリングストック等の家庭内
備蓄の啓発を行うほか，民間事業者や災害時相互応援協定自治体との連携を行うとともに，デジタル技術を活
用した備蓄の管理方法について検討する。
避難所運営に当たり，円滑な運用をはかれるよう，備蓄品の棚卸や倉庫内の整理，機器の点検を行う。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 37,716 31,445 46,984

✔ 財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

災害対策用及び感染症防止対応に必要な資機材について種類の検討，追加・配備を行う。備蓄品の保管場
所や有効活用を検討するため，フェーズフリーやローリングストックの観点から関係部署と調整を進めて
いく。
物資等の受援体制の検討にあたっては，地域防災計画の修正やＢＣＰの見直しなどと連動して進めてい
く。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 現状継続 ✔ 有効性改善 ✔ 効率性改善

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり 計画遅れ✔
令和４年度
取組実績

実績評価 ◎

説明

学校施設の避難所としての機能の確保と充実を図るため，災害対策用として備蓄しているアルファ米につ
いて，一括調理タイプから個食化への順次変更，種類の検討を行い，入替計画に従って更新したほか，粉
ミルク，飲料水などについて，消費期限に合わせて計画的に更新を行った。
毛布の代わりとなるエマージェンシーブランケット(アルミ製シート)を1万枚購入，スタンド式ＬＥＤ投
光器９６台，携帯トイレの購入など，避難所物品を見直すとともに今後の配備計画の検討を行った。
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実績評価 ○

説明

各種の無線機をはじめとする機器・システム類の維持管理を適切に行った。
防災行政無線（同報系）のデジタル化整備（４箇年計画）を完了した。
防災行政無線（移動系）の運用改善に向け，再配置予定箇所の電波調査を行った。
各通信機器・システムの操作訓練を行い，習熟度向上を図った。
これらの取組を通じて，災害時の情報伝達手段等の適切な確保を推進した。

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり 計画遅れ✔
令和４年度
取組実績

財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

引き続き，災害時の情報伝達手段を確保するため，現状の機器類を適切に維持管理していくとともに，防
災行政無線（移動系）の再配置を行い，災害時において的確に使用できるようにするため，訓練などを通
して，職員の習熟度を高めていく。
また，防災安全情報メールのシステム更新を行うとともに，災害時ボランティアの受付に関するシステム
の検討を進めていく。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 ✔ 現状継続 有効性改善 効率性改善

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 48,105 42,279 244,490

○災害情報システムの維持
管理
○防災行政無線のデジタル
化の推進

○災害情報システム維持管
理

○ＭＣＡ無線(Ｈ１９導入
分)バッテリー交換

○災害情報システム維持管
理

○ＭＣＡ無線(Ｈ１９導入
分)バッテリー交換

○災害情報システムの維持管
理
○防災行政無線デジタル化実
施（固定系）
屋外子局　１２局
○ＭＣＡ無線(Ｈ２３導入分)
バッテリー交換　３９台

事業概要

災害時の迅速な情報伝達手段確保のため，無線機等の整備と維持管理を行う。また，災害時に市民が適時的確
に情報収集できるように，あらゆる世代に対応した複数の情報発信手段を整備する。
災害時に備え，被災者生活再建支援を維持管理する。
円滑な避難所運営に向け，地域ＢＷＡを活用した体制について検討する。

≪参考≫
防災行政無線（固定系１１５局，移動系２０６局，戸別受信機１３５機），ＭＣＡ無線（１０６局）等の機器
を所有。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

所管部署 総務部　総合防災安全課　防災対策係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

4 重点Ｐ ①

総合戦略 ●災害情報システム等の効果的な活用

安全・安心に暮らせるまち

4 重点Ｐ ① 防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

災害情報システムの維持管理・充実 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード
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実績評価 ○

説明

平成２３年度からの継続事業であり，市内には対象建築物が７１棟ある。
令和３年度末時点で耐震診断実施率は１００％を達成した。
令和４年に２件（１件は建替として繰越明許になっており，令和５年２月末で除却済み，もう１件は補助
利用なしで除却済）の建物が除却され，合計３６件の対象建築物が耐震化されたことで，耐震化率は２．
８ポイント上昇し５０．７％になった。
引き続き，沿道建築物の耐震化に取り組む必要がある。

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり ✔ 計画遅れ
令和４年度
取組実績

財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化が進まない要因として，所有者における費用負担が困難であるこ
と，分譲マンションの区分所有者間の合意形成が困難であること，賃貸マンションやテナントビルにおけ
る移転費用の問題，店舗・事務所等の営業補償の問題，建替えにおいては従前の規模等を確保できないこ
と等が考えられる。
国や東京都と連携し，令和５年度も引き続き，対象建築物における耐震化を支援していく。
また，一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた取組を検討する。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 現状継続 ✔ 有効性改善 効率性改善

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 201,096 76,474 0

○補助対象沿道建築物　
　　　　　　　　　７１件
○令和元年度耐震化率
　　　　　　　　　９０％
○令和７年度耐震化率
　　　　　　　　１００％

○補強設計（１０件分）

○耐震改修等（５件分）

○補強設計（５件分）

○耐震改修等（４件分）

○補強設計（０件）

○耐震改修等（０件）
　（令和５年度へ繰越 １
件）

事業概要

震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送等，緊急輸送道路としての機能を確保するため，東京都耐震改
修促進計画で定める特定緊急輸送道路の沿道建築物のうち，倒壊する危険性が高く，倒壊した場合に道路を閉
塞する可能性が高い建築物の耐震化を図る。

※調布市耐震改修促進計画で定める特定緊急輸送道路については，東京都耐震改修促進計画に準じて定めてい
る。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

所管部署 都市整備部　住宅課　住宅支援係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

5 重点Ｐ ①

総合戦略 ●緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

安全・安心に暮らせるまち

5 重点Ｐ ① 防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード
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所管部署 環境部　下水道課　管理係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

6 重点Ｐ ①

総合戦略 ●下水道施設における浸水・地震対策の推進

安全・安心に暮らせるまち

94 重点Ｐ ① 防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

下水道施設の機能維持 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード

事業概要

狛江市と連携して，令和元年台風第１９号の再度災害防止に向けた対策を推進する。
浸水対策は，マスタープランとなる雨水管理に関する総合計画を策定し，市内全域を対象とした総合的な対策を
進める。
地震対策は，調布市下水道地震対策に関する基本方針に基づき下水道管路の耐震診断を継続するほか，今後の実
施方針を策定する。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

債務負担行為等による用地取得費

事　業　費 　　　（千円）

財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

令和元年台風第１９号の再度災害防止に向けた浸水対策として，狛江市と連携し，大規模ポンプ施設等を
設置するための基本設計等を行う。また，市内全域を対象とした総合的な浸水対策を講じるため，浸水対
策のマスタープランとなる雨水管理に関する総合計画（令和７年度策定予定）の策定に向け，調査・検討
を進める。
調布市下水道地震対策に関する基本方針で”重要な幹線等”と位置付け，耐震診断を行った小口径管路の
対策実施方針を策定する。また，中・大口径管路の地震対策の手法の検討や重要な幹線等と定めた管路以
外の管路の地震対策の優先順位等を整理するため，地震対策に関する実施方針を策定する。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 ✔ 現状継続 有効性改善 効率性改善

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり 計画遅れ
令和４年度
取組実績

実績評価 ◎

説明

「調布市下水道ストックマネジメント計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）」に基づく管更生及び
マンホール蓋交換設計委託を実施した。
また，前年度の設計成果を基に管更生工事及びマンホール蓋交換工事を実施した。マンホール蓋交換工事
については，マンホール蓋及び受枠の調達遅延により工程を調整したことに伴い，令和５年度に建設改良
繰越を実施した。
耐震対策指針の改定及び調布市地域防災計画に基づきφ８００㎜未満の下水道管路について耐震診断（簡
易診断）を実施し耐震性能の保有状態を確認した。
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実績評価 ○

説明

消防ポンプ車の更新（２台）を計画的に行うとともに，消防団用品として防火衣の更新を行った。
そのほか，劣化したヴァリアブルノズルや投光器の修繕などを行い，消防団の円滑な運営に努めた。
また，火災初動対応訓練等では実災害を想定した訓練を実施し，消防団における対応能力の向上に努め
た。

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり 計画遅れ✔
令和４年度
取組実績

財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

消防団に対する訓練や計画的な消防ポンプ車の更新（令和５年度消防ポンプ車１台，指揮車１台更新予
定）のほか，消防団の活動に関する装備品の確保・充実等を行うことで，消防団の対応能力の向上を図
る。
消防団活動についての市民への周知・理解について広報活動を推進する。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 ✔ 現状継続 有効性改善 効率性改善

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 49,606 57,162 59,080

○消防用品の購入
○ＡＥＤの維持管理
○消防ポンプ車の更新
○火災・災害時の現場無線
運用  
○東京消防庁デジタル化に
よる受令機の整備

○消防ポンプ車の更新(２
台）
○消防用品の購入

○ＡＥＤの維持管理

○消防ポンプ車の更新

○消防用品の購入
   防火衣の更新
○ＡＥＤの維持管理

○消防ポンプ車の更新

○消防用品の購入
　防火衣の更新
○ＡＥＤの維持管理

事業概要
「地域・社会に貢献する調布市消防団の活動に感謝・応援するまち宣言」を踏まえ，団員の活動環境の整備に
取り組むとともに，施設の改善，装備品の充実を進め，消防団の災害対応能力の不断の改善強化を図る。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

所管部署 総務部　総合防災安全課　防災対策係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

7 重点Ｐ ①

総合戦略 ●消防団の災害対応能力の向上

安全・安心に暮らせるまち

7 重点Ｐ ① 防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち

消防団の対応能力の向上 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード

35



実績評価 ○

説明

災害時に迅速な消火活動が展開できるよう，防火貯水槽用地の草刈を行い，用地の適正管理に努めたほ
か，水利不足箇所における新たな設置個所の検討を実施した。
消防団の施設については，消防団第１５分団機械器具置場の建替工事を完了したほか，各分団の機械器具
置場の修繕を行い機能改善を図った。

事務事業

後
期
※

計画コード

事務事業

計画前倒し計画どおり 計画遅れ✔
令和４年度
取組実績

財政面改善  市民参加と協働の取組改善

今後の取組の
方向

防火貯水槽が不足する地域において計画的に防火貯水槽を設置できるよう調査・選定を行い，災害時に有
効な水利を整備することで迅速な消火活動が展開できるよう，市内の震災時水利不足地域へ防火貯水槽を
整備するための取組を推進していく。
また，東京都との協定に基づき，引き続き，消火栓の新設・維持管理に取り組んでいく。
消防団の施設については，引き続き各分団機械器具置場の適切な維持管理に努める。

【ＡＣＴＩＯＮ】

今後の方向 ✔ 現状継続 有効性改善 効率性改善

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事　業　費 　　　（千円） 89,944 158,398 107,032

○貯水槽補修工事
　新規貯水槽設置工事
　地盤調査委託
　経年劣化貯水槽の整備
○消防施設除草
○消防施設維持管理用修繕
○貯水槽土地賃借料
○消火栓新設・維持管理等負担
金
○消防団各分団機械器具置場の
維持管理
○第１５分団機械器具置場建替
え

○震災時水利不足地域におけ
る防火貯水槽の整備

○消火栓の新設・維持管理

○震災時水利不足地域におけ
る防火貯水槽の整備

○貯水槽土地賃借料
○消火栓新設・維持管理等負
担金
○消防団各分団機械器具置場
の維持管理
○第１５分団機械器具置場工
事

○震災時水利不足地域における
防火貯水槽の設置場所の選定

○消火栓の新設・維持管理

○消防団各分団機械器具置場の
維持管理
○第１５分団機械器具置場工事
完了

事業概要

震災時に水道管の損壊により消火栓が使用不能になる場合に備え，防火貯水槽の整備を行う。
消火栓については，水道管理者である東京都水道局と協定を締結し，連携・調整を行い，東京都水道局に消火栓
新設及び補修等の工事など，維持管理を依頼する。また，火災時に消火活動を行う消防団の各分団機械器具置場
の維持管理を行う。

【ＰＬＡＮ▶ＤＯ▶ＣＨＥＣＫ】

活
動
内
容
（

事
業
費
ベ
ー

ス
）

計画目標
令和４年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

※前期の欄には，前期基本計画（令和５年度～令和８年度），後期の欄には後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の内容を表記しています。

所管部署 総務部　総合防災安全課　防災対策係

施策０１「災害に強いまちづくり」に関連する基本計画事業

重点Ｐ

総合戦略

6 重点Ｐ －

消防水利の整備・維持管理 総合戦略 ●

前
期
※

計画コード
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